
職 補 ― ８ ４

令和６年３月２９日

人 事 院 事 務 総 長

「災害補償制度の運用について」の一部改正について（通知）

「災害補償制度の運用について（昭和４８年１１月１日職厚―９０５）」の一

部を下記のとおり改正したので、令和６年４月１日以降は、これによってくださ

い。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」

という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、こ

れを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応

する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改 正 後 改 正 前

第１１の２ 介護補償関係 第１１の２ 介護補償関係

１～３ （略） １～３ （略）

４ 規則１６―０第２８条の３の ４ 規則１６―０第２８条の３の

「人事院が定める額」は、次に 「人事院が定める額」は、次に

掲げる場合の区分に応じ、それ 掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額とする。 ぞれ次に定める額とする。



⑴ 介護を要する状態の区分が ⑴ 介護を要する状態の区分が

規則１６―０第２８条の２の 規則１６―０第２８条の２の

表常時介護を要する状態の項 表常時介護を要する状態の項

に該当する場合（⑵において に該当する場合（⑵において

「常時介護を要する場合」と 「常時介護を要する場合」と

いう。）において、一の月に いう。）において、一の月に

介護に要する費用を支出して 介護に要する費用を支出して

介護を受けた日があるとき 介護を受けた日があるとき

（⑵に掲げる場合を除く。） （⑵に掲げる場合を除く。）

その月における介護に要す その月における介護に要す

る費用として支出された額 る費用として支出された額

（その額が１７７，９５０円 （その額が１７２，５５０円

を超えるときは、１７７，９ を超えるときは、１７２，５

５０円） ５０円）

⑵ 常時介護を要する場合にお ⑵ 常時介護を要する場合にお

いて、一の月に親族又はこれ いて、一の月に親族又はこれ

に準ずる者による介護を受け に準ずる者による介護を受け

た日があるとき（その月に介 た日があるとき（その月に介

護に要する費用を支出して介 護に要する費用を支出して介

護を受けた日がある場合に 護を受けた日がある場合に

あっては、当該介護に要する あっては、当該介護に要する

費用として支出された額が８ 費用として支出された額が７

１，２９０円以下であるとき ７，８９０円以下であるとき

に限る。） ８１，２９０円 に限る。） ７７，８９０円

（新たに介護補償を支給すべ （新たに介護補償を支給すべ

き事由が生じた月にあって き事由が生じた月にあって



は、介護に要する費用として は、介護に要する費用として

支出された額） 支出された額）

⑶ 介護を要する状態の区分が ⑶ 介護を要する状態の区分が

規則１６―０第２８条の２の 規則１６―０第２８条の２の

表随時介護を要する状態の項 表随時介護を要する状態の項

に該当する場合（⑷において に該当する場合（⑷において

「随時介護を要する場合」と 「随時介護を要する場合」と

いう。）において、一の月に いう。）において、一の月に

介護に要する費用を支出して 介護に要する費用を支出して

介護を受けた日があるとき 介護を受けた日があるとき

（⑷に掲げる場合を除く。） （⑷に掲げる場合を除く。）

その月における介護に要す その月における介護に要す

る費用として支出された額 る費用として支出された額

（その額が８８，９８０円を （その額が８６，２８０円を

超えるときは、８８，９８０ 超えるときは、８６，２８０

円） 円）

⑷ 随時介護を要する場合にお ⑷ 随時介護を要する場合にお

いて、一の月に親族又はこれ いて、一の月に親族又はこれ

に準ずる者による介護を受け に準ずる者による介護を受け

た日があるとき（その月に介 た日があるとき（その月に介

護に要する費用を支出して介 護に要する費用を支出して介

護を受けた日がある場合に 護を受けた日がある場合に

あっては、当該介護に要する あっては、当該介護に要する

費用として支出された額が４ 費用として支出された額が３

０，６００円以下であるとき ８，９００円以下であるとき

に限る。） ４０，６００円 に限る。） ３８，９００円



（新たに介護補償を支給すべ （新たに介護補償を支給すべ

き事由が生じた月にあって き事由が生じた月にあって

は、介護に要する費用として は、介護に要する費用として

支出された額） 支出された額）

５～９ （略） ５～９ （略）

第１８ 福祉事業関係 第１８ 福祉事業関係

１～９ （略） １～９ （略）

１０ 障害特別援護金の取扱いに １０ 障害特別援護金の取扱いに

ついては、次による。 ついては、次による。

規則１６―３第１９条の４の 規則１６―３第１９条の４の

「人事院が定める額」は、次に 「人事院が定める額」は、次に

掲げる場合の区分に応じ、それ 掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額とする。 ぞれ次に定める額とする。

⑴ 公務上の負傷又は疾病によ ⑴ 公務上の負傷又は疾病によ

る障害の場合（⑶、⑸又は⑹ る障害の場合（⑶、⑸又は⑹

に該当する場合を除く。） に該当する場合を除く。）

次に掲げる障害等級の区分に 次に掲げる障害等級の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 応じ、それぞれ次に定める額

ア 第１級 １，４３５万円 ア 第１級 １，５４０万円

イ 第２級 １，３９５万円 イ 第２級 １，５００万円

ウ 第３級 １，３５０万円 ウ 第３級 １，４６０万円

エ 第４級 ８６５万円 エ 第４級 ８７５万円

オ 第５級 ７４５万円 オ 第５級 ７４５万円

カ 第６級 ６２０万円 カ 第６級 ６１５万円

キ 第７級 ５００万円 キ 第７級 ４８５万円

ク 第８級 ３２０万円 ク 第８級 ３２０万円



ケ 第９級 ２５５万円 ケ 第９級 ２５０万円

コ 第１０級 ２００万円 コ 第１０級 １９５万円

サ 第１１級 １５０万円 サ 第１１級 １４５万円

シ 第１２級 １１０万円 シ 第１２級 １０５万円

ス 第１３級 ８０万円 ス 第１３級 ７５万円

セ 第１４級 ５０万円 セ 第１４級 ４５万円

⑵～⑹ （略） ⑵～⑹ （略）

１１ 遺族特別援護金の取扱いに １１ 遺族特別援護金の取扱いに

ついては、次による。 ついては、次による。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 規則１６―３第１９条の５ ⑵ 規則１６―３第１９条の５

の「人事院が定める額」は、 の「人事院が定める額」は、

次に掲げる者の区分に応じ、 次に掲げる者の区分に応じ、

それぞれ次に定める額（遺族 それぞれ次に定める額（遺族

特別援護金の支給を受けるこ 特別援護金の支給を受けるこ

とができる遺族が２人以上あ とができる遺族が２人以上あ

る場合にあっては、当該額を る場合にあっては、当該額を

その人数で除して得た額）と その人数で除して得た額）と

する。 する。

ア 遺族補償年金を受ける権 ア 遺族補償年金を受ける権

利を有することとなった者 利を有することとなった者

次に掲げる場合の区分に 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める 応じ、それぞれ次に定める

額 額

ｱ （略） ｱ （略）( ) ( )

ｲ 通勤による死亡の場合 ｲ 通勤による死亡の場合( ) ( )



１，０４５万円 １，１１５万円

イ 遺族補償一時金を受ける イ 遺族補償一時金を受ける

権利を有することとなった 権利を有することとなった

者 次に掲げる者の区分に 者 次に掲げる者の区分に

応じ、それぞれ次に定める 応じ、それぞれ次に定める

額 額

ｱ 補償法第１７条の５第 ｱ 補償法第１７条の５第( ) ( )

１項第１号、第２号又は １項第１号、第２号又は

第４号に該当する者 次 第４号に該当する者 次

に掲げる場合の区分に応 に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める じ、それぞれ次に定める

額 額

ａ （略） ａ （略）

ｂ 通勤による死亡の場 ｂ 通勤による死亡の場

合 １，０４５万円 合 １，１１５万円

ｲ 補償法第１７条の５第 ｲ 補償法第１７条の５第( ) ( )

１項第３号に該当する者 １項第３号に該当する者

のうち、職員の死亡の当 のうち、職員の死亡の当

時において、職員の三親 時において、職員の三親

等内の親族で１８歳未満 等内の親族で１８歳未満

若しくは５５歳以上の年 若しくは５５歳以上の年

齢であったもの又は職員 齢であったもの又は職員

の三親等内の親族で第７ の三親等内の親族で第７

級以上の障害等級の障害 級以上の障害等級の障害

に該当する状態にあった に該当する状態にあった

もの 次に掲げる場合の もの 次に掲げる場合の



区分に応じ、それぞれ次 区分に応じ、それぞれ次

に定める額 に定める額

ａ （略） ａ （略）

ｂ 通勤による死亡の場 ｂ 通勤による死亡の場

合 ７３０万円 合 ７８０万円

ｳ 補償法第１７条の５第 ｳ 補償法第１７条の５第( ) ( )

１項第３号に該当する者 １項第３号に該当する者

のうち、 ｲ に掲げる者以 のうち、 ｲ に掲げる者以( ) ( )

外の者 次に掲げる場合 外の者 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 次に定める額

ａ （略） ａ （略）

ｂ 通勤による死亡の場 ｂ 通勤による死亡の場

合 ４２０万円 合 ４４５万円

１２～１６ （略） １２～１６ （略）

別表第２ 補償事務主任者を置く組 別表第２ 補償事務主任者を置く組

織区分（国の機関） 織区分（国の機関）

実施機関 組 織 区 分 実施機関 組 織 区 分

（略） （略） （略） （略）

法務省 （略） 法務省 （略）

（削る） 婦人補導院

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

備考 （略） 備考 （略）

以 上




